
 

 

 

 

臨時代理の承認について（群馬県学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一

部を改正する規則について） 

                                     学校人事課 

 

 

１．改正内容 

  群馬県学校職員について、特別休暇に係る規則の一部を改正し、併せて文言整理を行う。 

○改正の要点 

（１） 介護休暇について勤務の始めか終わりに限定した取扱いを削除 

（２） 三歳に満たない子を養育する職員に対する意向確認等の新設 

（３） 特別休暇のうち、地震、水害、火災その他の災害により学校職員が勤務しないことが相当で

あると認められるときの要件を拡大 

 

２．施行期日 

 ○令和８年４月１日 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月１７日 

教育委員会学校人事課 

義務教育人事係 内線：4593 


